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次
の
要
件
に
該
当
す
る
方
で
、

ま
だ
手
当
を
受
け
て
い
な
い
方
は

子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２
階
）

へ
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ

し
、
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

児

童

扶

養

手

当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
を
養
育
し
て
い
る
母
親
ま
た

は
養
育
者

　

①
父
母
が
離
婚
し
た
児
童
②
父

が
死
亡
し
た
児
童
③
父
が
重
度
の

障
害
を
も
つ
児
童
④
父
が
生
死
不

明
の
児
童
⑤
父
に
１
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
児
童
⑥
父
が
１
年
以

上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童
⑦
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

　

※
た
だ
し
、
母
親
・
養
育
者
が

老
齢
福
祉
年
金
以
外
の
年
金
を
受

給
で
き
る
と
き
の
ほ
か
、
児
童
が

父
親
に
支
給
さ
れ
る
年
金
の
加
算

対
象
に
な
っ
て
い
る
と
き
、
児
童

が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所
し
て

い
る
と
き
な
ど
、
対
象
に
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
支
給
期
間
】対
象
児
の
年
齢
が

　

歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年
度

１８末
ま
で
（
対
象
児
が
中
度
以
上
の

障
害
を
有
す
る
と
き
は　

歳
未

２０

満
）特

別
児
童
扶
養
手
当

　
【
支
給
対
象
と
な
る
方
】市
内
在

住
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

　

７
月
１
日
か
ら
自
立
支
援
医
療

（
育
成
医
療
・
更
生
医
療
・
精
神

通
院
医
療
）
の
所
得
基
準
が
変
わ

り
ま
し
た
。

　

自
立
支
援
医
療
の
自
己
負
担
は
、

負
担
軽
減
措
置
（
自
己
負
担
上
限

月
額
の
設
定
）
の
適
用
に
当
た
っ

て
、
市
区
町
村
民
税
所
得
割
の
額

を
用
い
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
か
ら
、
国
（
所
得
税
）

１９
か
ら
地
方
（
住

民
税
）
へ
の
税

源
委
譲
等
が
行

わ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
年
間
所

得
が
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
市
区
町
村
民
税
所
得
割
の
額

が
変
動
（
一
定
の
所
得
ま
で
は
個

人
住
民
税
が
増
額
）
す
る
こ
と
か

ら
、
負
担
軽
減
措
置
の
対
象
者
等

が
従
前
と
同
様
の
対
象
範
囲
と
な

る
よ
う
、
市
区
町
村
民
税
所
得
割

の
額
の
基
準
が
設
定
し
直
さ
れ
ま

し
た
（
税
源
委
譲
に
よ
っ
て
、
所

得
税
と
住
民
税
と
を
合
わ
せ
た
税

負
担
が
変
わ
る
こ
と
は
基
本
的
に

は
あ
り
ま
せ
ん
）。

　

新
し
い
所
得
基
準（
下
表
参
照
）

は
、
７
月
１
日
か
ら
適
用
し
て
い

ま
す
。

　
【
ご
注
意
】現
在
お
持
ち
の
受
給

者
証
の
有
効
期
限
が
残
っ
て
い
る

方
や
、
既
に
旧
基
準
で
申
請
手
続

き
を
お
済
み
の
方
は
、
改
め
て
手

　

新
聞
・
雑
誌
・
段
ボ
ー
ル
・
古

布
・
ア
ル
ミ
缶
な
ど
は
、
家
庭
か

ら
出
さ
れ
る
ご
み
の
中
で
、
資
源

と
し
て
再
利
用
で
き
る
も
の
で
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
で
組

織
す
る
団
体
が
、こ
の
よ
う
な「
資

源
ご
み
」
を
市
が
指
定
す
る
再
生

資
源
取
扱
業
者
に
引
き
渡
し
た
場

合
、
そ
の
回
収
量
に
応
じ
て
報
奨

金
を
交
付
す
る
資
源
回
収
報
奨
金

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。　

年
度

１９

前
期
分
の
報
奨
金
を
交
付
し
ま
す

の
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
団
体
】市
内
在
住
の
方
で

構
成
す
る
自
治
会
・
子
ど
も
会
・

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

障
害
者
福
祉
手
当

　

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
・
障
害

者
福
祉
手
当
の
所
得
制
限
額
が
据

え
置
か
れ
ま
す
。

　
【
所
得
制
限
額
】本
人
所
得
が
３

６
０
万
４
０
０
０
円
で
、
扶
養
親

族
等
が
一
人
増
す
ご
と
に　

万
円

３８

を
加
算
し
ま
す
（
下
表
参
照
）

　

※
扶
養
親
族
等
の
う
ち
、
老
人

控
除
対
象
配
偶
者
ま
た
は
老
人
扶

養
親
族
が
あ
る
場
合
は
、
一
人
に

つ
き　

万
円
を
加
算
。
特
定
扶
養

１０

親
族
が
あ
る
場
合
は
、
一
人
に
つ

き　

万
円
を
加
算
。
該
当
す
る
方

２５
は
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）

へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

現
在
受
給
中
の
方
は
手
続
き
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん

　
【
対
象
と
な
る
方
】①
心
身
障
害

者
福
祉
手
当
＝
市
内
に
住
所
が
あ

る　

歳
以
上
の
方
で
、
次
の
い
ず

２０
れ
か
に
該
当
す
る
方
。
身
体
障
害

者
手
帳
１
・
２
級
の
方
▽
愛
の
手

帳
１
度
〜
３
度
の
方
▽
脳
性
ま
ひ

ま
た
は
進
行
性
筋
萎
（
い
）
縮
症

の
方
。
た
だ
し
、
老
人
福
祉
手
当

を
受
け
て
い
る
方
と
施
設
に
入
所

自立支援医療に係る所得基準と負担額

負 担 額所得階層（７月１日から）所得区分

０円生活保護世帯生活保護

２，５００円市民税非課税で本人収入が８０万円以下低所得１

５，０００円
市民税非課税で本人収入が８０万円を越

える
低所得２

医療費の１割市民税（所得割）が３３，０００円未満

中間層１※
５，０００円

市民税（所得割）が３３，０００円未満で重

度かつ継続

医療費の１割
市民税（所得割）が３３，０００円以上、

２３５，０００円未満
中間層２※

１０，０００円
市民税（所得割）が３３，０００円以上、

２３５，０００円未満で重度かつ継続

２０，０００円
市民税（所得割）が２３５，０００円以上で重

度かつ継続
一定所得以上

医療保険自己

負担限度額
市民税（所得割）が２３５，０００円以上

公費負担の

対象外

※育成医療については、経過措置があります。

各
種
手
当
の

　
　
　
　

ご
案
内

る　

歳
未
満
の
障
害
児
を
養
育
し

２０
て
い
る
父
親
・
母
親
、
養
育
者

　

①
知
的
障
害
（
愛
の
手
帳
１
〜

３
度
程
度
）
が
あ
る
児
童
②
身
体

に
障
害
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜

３
級
程
度
）
が
あ
る
児
童
③
前
記

①
②
と
同
程
度
の
疾
病
も
し
く
は

身
体
ま
た
は
精
神
の
障
害
が
あ
る

児
童

　

※
た
だ
し
、
対
象
児
が
障
害
を

理
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給
し

児童扶養手当

特別児童扶養手当

て
い
る
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。
申
請
に
は
指
定
の
診
断
書
の

提
出
が
必
要
で
す
が
、
省
略
で
き

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

現
況
届
の
提
出
を 

お

忘

れ

な

く

　

児
童
扶
養
手
当
と
特
別
児
童
扶

養
手
当
の
現
況
届
は
、
受
給
資
格

の
確
認
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
、

提
出
が
な
い
と　

月
期
支
払
い
分

１２

か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
な
く
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

認
定
さ
れ
て
い
る
方
に
は
「
現

況
届
の
お
知
ら
せ
」
を
郵
送
し
ま

す
。
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２

階
）
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
申
請
受
け
付
け
期
間
】児
童
扶

養
手
当
が
８
月
９
日
（
木
）
〜　
２２

日
（
水
）、
特
別
児
童
扶
養
手
当
が

８
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
木
）、

１３

２３

い
ず
れ
も
午
前
８
時
半
〜
午
後
５

時
。
な
お
、
８
月　

日
（
月
）
〜

２０

　

日
（
水
）
は
、
午
後
８
時
ま
で

２２夜
間
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
ご
利

用
く
だ
さ
い

　

※
市
民
税
未
申
告
の
方
は
所
得

確
認
が
で
き
な
い
た
め
、
支
給
停

止
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
申

告
を
済
ま
せ
た
上
で
、
現
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
課
助
成
係�
４
７

０
・
７
７
３
６
へ
。

心身障害者福祉手当

障害者福祉手当等

し
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、　

歳
以
上
で
新
た
に
手
帳

６５

を
取
得
さ
れ
た
方
は
受
給
で
き
ま

せ
ん
②
障
害
者
福
祉
手
当
＝
市
内

に
住
所
の
あ
る
方
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方
。
身
体
障
害

者
手
帳
１
級
〜
４
級
の
方
▽
愛
の

手
帳
１
度
〜
４
度
の
方
▽
脳
性
ま

ひ
ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
方
。

た
だ
し
、
児
童
育
成
手
当
の
障
害

手
当
・
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を

受
け
て
い
る
方
と
施
設
に
入
所

し
て
い
る
方
は
受
給
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、　

歳
以
上
で
新
た
に

６５

手
帳
を
取
得
さ
れ
た
方
に
は
制

限
が
あ
り
ま
す

特
別
障
害
者
手
当
等

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
の
所
得
制
限
額
が
上
表
の

通
り
据
え
置
か
れ
ま
す
。
こ
の
手

当
を
継
続
し
て
受
給
す
る
た
め
に

は
、
前
年
の
所
得
状
況
や
支
給
要

件
の
状
況
な
ど
を
届
け
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

届
け
出
が
な
い
と
、
今
年
の　

月
１１

期
分
か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
受

給
し
て
い
る
方
に
は
現
況
届
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
８
月
６
日
（
月
）

〜
９
月
７
日
（
金
）
に
障
害
福
祉

課
（
市
役
所
１
階
）
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
【
対
象
と
な
る
方
】①
特
別
障
害

者
手
当
＝　

歳
以
上
で
身
体
・
内

２０

部
ま
た
は
精
神
に
著
し
い
障
害
が

あ
り
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
ま
た
は
愛
の
手
帳
１
・
２
度
程

度
の
障
害
が
重
複
し
て
い
る
在
宅

の
方
②
障
害
児
福
祉
手
当
＝　

歳
２０

特別障害者手当等所得制限限度額

扶養親族等の人数
区分

５人４人３人２人１人０人

５５０万４千円５１２万４千円４７４万４千円４３６万４千円３９８万４千円３６０万４千円本人所得

７３８万８千円７１７万５千円６９６万２千円６７４万９千円６５３万６千円６２８万７千円
扶養義務者等

所得

自
立
支
援
医
療

　

所
得
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た

受
け
付
け
は
８
月
１
日
（
水
）
〜　

日
（
水
）

１５

婦
人
会
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
な
ど

　
【
報
奨
金
交
付
額
】回
収
実
績
量

に
応
じ
て
１
㌔
㌘
当
た
り　

円
１０

　
【
申
請
方
法
】８
月
１
日（
水
）〜

　

日
（
水
）
の
午
前
９
時
〜
午
後

１５

５
時（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く
）

に
、
回
収
業
者
か
ら
の
集
団
回
収

実
施
報
告
書
、
認
印
（
ス
タ
ン
プ

式
不
可
）、振
り
込
み
先
の
金
融
機

関
（
郵
便
局
を
除
く
）
の
通
帳
を

持
参
し
て
く
だ
さ
い（
郵
送
不
可
）

　
【
申
請
会
場
】市
役
所
５
階
５
０

１
会
議
室

　
【
申
請
対
象
期
間
】　

年
度
の
申

1９

請
受
け
付
け
対
象
は
、　

年
1
月

1８

以
降
の
回
収
実
施
報
告
書
で
す

　

※
報
奨
金
交
付
申
請
書
は
、
申

請
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課�
４
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

　

こ
の
計
画
は
、「
廃
棄
物
の
処
理

及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
基

づ
い
て
策
定
す
る
も
の
で
、
一
般

廃
棄
物
の
排
出
抑
制
、
減
量
化
、

資
源
化
、
適
正
処
理
に
関
し
て
長

期
的
・
総
合
的
な
対
応
を
示
す
市

の
一
般
廃
棄
物
処
理
事
業
の
総
合

計
画
と
位
置
付
け
る
も
の
で
す
。

東
久
留
米
市
一
般
廃
棄
物

　
　
　

処
理
基
本
計
画
を
策
定

　

同
計
画
は
、
８
月
１
日
（
水
）

か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
市
政
情

報
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
２
階
）、
中

央
・
滝
山
・
東
部
・
ひ
ば
り
が
丘

の
各
図
書
館
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
ご
み
対
策
課�
4
７

３
・
２
１
１
７
へ
。

未
満
で
、
身
体
・
内
部
ま
た
は
精

神
に
著
し
い
障
害
が
あ
り
、
身
体

障
害
者
１
級
程
度
ま
た
は
愛
の
手

帳
１
度
程
度
の
方
。
該
当
す
る
と

思
わ
れ
る
方
は
申
請
し
て
く
だ
さ

い
　

詳
し
く
は
同
課�
４
７
０
・
７

７
４
７
へ
。

続
き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
、
継
続
申
請
を
行
う
場
合
、

更
新
の
と
き
か
ら
新
た
な
基
準
で

所
得
区
分
の
認
定
が
行
わ
れ
ま
す

　

詳
し
く
は
障
害
福
祉
課�
４
７

０
・
７
７
４
７
へ
。

申請はお済みですか

所得制限額が
据え置かれます

資
源
回
収
報
奨
金
（
前
期
分
）

　
　
　
　
　
　
　

交
付
申
請

　

年
度
〜　

年
度

１９

３３

７
月
１
日
か
ら
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�

�

�
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������������������������������������������������������������
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�
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わたしの

見てある記見てある記

　
「
河
童
の
ク
ゥ
と
夏
休
み
」
が

７
月　

日
全
国
ロ
ー
ド
シ
ョ
ー

２８

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
映
画
の
モ

デ
ル
と
な
っ
た
我
が
ま
ち
東
久

留
米
…
。

　

市
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
多
く

の
取
り
組
み
を
し
て
き
ま
し
た
。

と
り
わ
け
７
月　

日
に
２
回
に

１４

分
け
て
実
施
し
た
映
画
試
写
会

に
は
、
定
員
１
０
０
０
人
に
対
し

て
１
７
８
３
件
の
応
募
を
頂
き

ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
当
日
は
台
風
の
接

近
に
よ
る
雨
模
様
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
ご
当
選
な
さ
っ
た
方
の
約

９
割
の
方
が
ご
出
席
く
だ
さ
り
、

試
写
会
は
大
盛
況
で
し
た
。
２
回

目
の
試
写
に
先
立
ち
、
原
監
督
、

原
作
者
木
暮
正
夫
氏
の
次
男
こ

ぐ
れ
け
ん
じ
ろ
う
氏
、
電
通
の
杉

山
部
長
、
本
田
遠
野
市
長
と
私
に

よ
り
ま
す
ト
ー
ク
を
開
催
し
、
お

か
げ
さ
ま
で
大
変
好
評
で
し
た
。

　

映
画
を
通
じ
て
東
久
留
米
の

再
発
見
を
し
て
い
た
だ
こ
う
、
素

晴
ら
し
さ
を
内
外
に
発
信
し
よ

う
と
い
う
取
り
組
み
は
、
大
き
な

二
次
的
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
関

連
す
る
事
業
を
通
じ
て
多
く
の

市
民
の
皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
る

ご
意
見
や
ご
要
望
、
ま
た
新
た
な

ご
提
案
を
頂
く
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
若
手
職
員
の
積
極

的
な
働
き
へ
の
良
き
刺
激
に
な

っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

行
政
が
、
新
た
な
発
想
を
ど
う

展
開
す
れ
ば
市
民
の
皆
さ
ん
と

の
距
離
を
縮
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
、
ど
う
一
体
感
を
創
（
つ

く
）
る
の
か
…
。
今
回
の
経
験
は

こ
の
夏
、
河
童
の
ク
ゥ
か
ら
の
大

き
な
贈
り
物
だ
っ
た
様
な
気
が

し
ま
す
。


